
令和４年度 第６回役員会議事要旨 
 
日 時  令和４年６月２２日（木） １０時３０分～１１時２７分 
 
場 所  Ｗｅｂ会議 
 
出席者  学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山﨑理事，竹下理事 
 
欠席者  吉田理事 
 
陪席者  三島副学長，佐々木監事，南谷監事 
 
１ 審議事項 
（１）国立大学法人佐賀大学「コロナ禍における外国からの訪問者の受け入れに関す

る当面の方針（案）」について 
 三島副学長より，令和４年６月１日以降，国際的な人の往来について段階的

緩和措置が講じられているところであるが，本学において，外国からの訪問者

受入れに係る判断基準が定められていないことから，今回，新たに方針を定め

る旨，外国からの訪問者受入れに係る判断基準等の概要について，説明があ

り，審議の結果，了承された。 
 
（２）ウクライナからの避難民の学生受入れについて 
    三島副学長より，令和４年４月１８日付で，文部科学省からウクライナから

の避難民の児童生徒等の教育機会の確保について通知があり，また，佐賀県か

ら佐賀県で受入れを行っているウクライナ避難民が就学を希望した場合につい

て，問合せがあっていることを受け，本学におけるウクライナからの避難民の

学生受入れに関する取扱いを定める旨，説明があり，審議の結果，了承され

た。 
 
【一括審議事項】 

学長より，役員会で協議し，教育研究評議会等で審議した２案件について，審議

する旨の説明があった。 

次いで，総務課長より，一括審議事項の概要について，次のとおり説明があった。 

 
（３）第４期中期目標期間におけるミッション実現戦略分の配分方針（案）について 
    第４期中期目標期間において，各国立大学へ仕組みが創設された予算である

「ミッション実現戦略分」について，本学においても，「ミッション実現戦略

分」の趣旨を踏まえ，今後，社会的インパクトの創出及び社会的インパクト評

価に対応していく必要があることから，配分方針を定めるもの。 
 
（４）シドニー工科大学との大学間学術交流協定の更新について 
    ２０２２年７月１８日をもって終了予定であるシドニー工科大学との大学間

学術交流協定について，今後も引き続き円滑に交流を行うため，２０２２年７

月から５年間の協定更新を行うもの。 
 



審議の結果，２案件は全て了承された。 

 
（５）第４期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標について 

   渡理事より，第４期中期目標期間において，中期計画に設定した評価指標が

意欲的であると国立大学法人評価委員会に指定された場合，当該評価指標を達

成した際に法人評価において高い評価を受けることができることから，本学が

設定した評価指標のうち意欲的と考えられる指標について，国立大学法人評価

委員会に申請するにあたり審議いただく旨，本学が申請する意欲的な評価指標

及び指定を受けることが相当と考える根拠・理由等について，説明があり，審

議の結果，了承された。 
 
（６）寄附に伴う感謝状の贈呈について 
    寺本理事より，本件について，本学の研究・社会貢献活動に対して深い理解

を示され，リージョナル・イノベーションセンターに多額の寄附をされた者に

対し，感謝状の贈呈をするものとして提案があり，審議の結果，了承された。 
 
（７）その他 
    特になし。 
 
２ 協議事項 
（１）令和５年度概算要求事項について 

 財務課長より，令和５年度概算要求に向けて，ミッション実現加速化経費

（教育研究組織改革分，共通政策課題分）について，要求事項を選定し，併せ

て，教育設備，研究設備及び医療設備について，設備マスタープランを新たに

策定することとして，令和４年４月１日付で改訂を行う旨，説明があった。 

 なお，本件については，経営協議会で審議の後，次の役員会において，審議

されることとなった。 
 
（２）その他 
    特になし。 
 
３ 報告事項 
（１）国立大学法人佐賀大学の役職員の給与水準公表について 

    総務部長より，公務員の給与改定に関する取扱いに準じて，国立大学法人に

おいても，総務大臣が定める様式に基づき公表しているものであり，役員報酬

等，職員給与，総人件費の各項目について，６月末に公表するものであるとの

報告があった。 

 
（２）その他 
    特になし。 
 
４ その他 
   特になし。 
 

以 上 


